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目標値の見直しが必要な目標項目

以下の目標項目について、計画策定時に設定した目標値の見直しを行う。

• 児童・生徒における肥満傾向児の減少（指標：児童・生徒における肥満傾向児の割合）

目標値：第２次成育医療等基本方針に合わせて設定

• 特定健康診査の実施率の向上（指標：特定健康診査の実施率）

目標値：第４期医療費適正化計画に合わせて設定 等

• 健康経営の推進（指標：保険者とともに健康経営に取り組む企業数）

目標値：10万社（令和７年度） 等

• 脂質（LDLコレステロール）高値の者の減少（指標：LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合）

目標値：ベースライン値から25%の減少（令和14年度） 等

• バランスの良い食事を摂っている者の増加（指標：主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の

日がほぼ毎日の者の割合）

目標値：50％（令和14年度） 等

１ . 他計画の目標を引用している項目で、計画策定時点で具体的目標値が未定であった項目

３ . ベースライン値を確認後に具体的数値を設定することとしていた項目

４ . ベースライン値が既に目標値に到達していた項目

２ . 引用元の計画において目標値等が見直されている項目
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１ .  他計画の目標を引用している項目で、
計画策定時点で具体的目標値が未定であった項目（１）

引用元の計画において設定された目標にあわせて、具体的目標値と目標年度を設定する。

○ 第２次成育医療等基本方針に合わせて設定することとしていた項目

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

②児童・生徒における肥満傾向児の減少 児童・生徒における肥満傾向児の割合
10歳（小学5年生）

10.96％ 第２次成育医療等基本
方針に合わせて設定

減少

(令和６年度） （令和７年度）

③ 運動やスポーツを習慣的に行ってい
ないこどもの減少

１週間の総運動時間（体育授業を除
く。）が60分未満の児童の割合

小学５年生：女子

16.0％ 第２次成育医療等基本
方針に合わせて設定

小学５年生：女子

7.2％

（令和６年度） （令和７年度）

（２）身体活動・運動

（５）喫煙

③ 妊娠中の喫煙をなくす 妊婦の喫煙率 1.6％
第２次成育医療等基本
方針に合わせて設定

０％

（令和５年度） （令和７年度）

※ 今後も、成育医療等基本方針の見直し等を踏まえて更新予定

別表第二 個人の行動と健康状態の改善に関する目標

１ 生活習慣の改善

（１）栄養・食生活
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１ .  他計画の目標を引用している項目で、
計画策定時点で具体的目標値が未定であった項目（２）

引用元の計画において設定された目標にあわせて、具体的目標値と目標年度を設定する。

○ 第４期医療費適正化計画に合わせて設定することとしていた項目

別表第二 個人の行動と健康状態の改善に関する目標

２ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防

（２）循環器病 /（３）糖尿病

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

⑤ メタボリックシンドロームの該当者
及び予備群の減少（再掲）

メタボリックシンドロームの該当者及び
予備群の人数（年齢調整値）

1,606万人
第４期医療費適正化
計画に合わせて設定

1,100万人※１

（令和５年度） （令和11年度）

⑥ 特定健康診査の実施率の向上 特定健康診査の実施率 59.9％
第４期医療費適正化
計画に合わせて設定

70％

（令和５年度） （令和11年度）

⑦ 特定保健指導の実施率の向上 特定保健指導の実施率 27.6％
第４期医療費適正化
計画に合わせて設定

45％

（令和５年度） （令和11年度）

※ 今後も、医療費適正化計画の見直し等を踏まえて更新予定

※1 第４期医療費適正化計画においては、減少率「25％以上（2008年比）」が目標となっている
本計画の目標値は、平成20（2008）年のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の人数×0.75により算出した
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２ . 引用元の計画において目標値等が見直されている項目（１）

引用元の計画の見直しに合わせて、目標値と目標年度を設定し直す。

○ 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に合わせて設定した項目

→ 変更後の「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和６年８月２日閣議決定）の目標値

にあわせて、以下のとおり目標値を設定する。

（過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について（概要）より抜粋）

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

③ 週労働時間60時間以上の雇用者
の減少

週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週
労働時間60時間以上の雇用者の割合

8.0％ 5％ ５％

（令和６年） （令和７年） （令和10年）

別表第二 個人の行動と健康状態の改善に関する目標

１ 生活習慣の改善

（１）休養・睡眠

※ 今後も、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し等を踏まえて更新予定 4



２ . 引用元の計画において目標値等が見直されている項目（２）

引用元の計画の見直しに合わせて、目標値と目標年度を設定し直す。

○ 国土交通省「第５次社会資本整備重点計画」に合わせて設定した項目

→ 国土交通省において新たに策定された「第６次社会資本整備重点計画」の目標値にあわせて
目標値を設定する。

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

② 「居心地が良く歩きたくなる」
まちなかづくりに取り組む市町村数
の増加

滞在快適性等向上区域（まちなかウォーカ
ブル区域）を設定している市町村数

119市町村 100市町村 200市町村

（令和６年度） （令和７年度） （令和12年度）

別表第三 社会環境の質の向上に関する目標

２ 自然に健康になれる環境づくり

※ 今後も、国土交通省の社会資本整備重点計画の見直し等を踏まえて更新予定

第５回健康日本21（第三次）推進専門委員会後に更新
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２ . 引用元の計画において目標値等が見直されている項目（３）

引用元の計画の見直しに合わせて、目標値と目標年度を設定し直す。

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

② 健康経営の推進 保険者とともに健康経営に取り組む企業数 120,743社 10万社 15万社

（令和６年度） （令和７年度） （令和７年度）

○ 日本健康会議「健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025」宣言3に合わせて設定した項目

→ 宣言３の達成目標が15万社に修正されたことを受けて、本計画の目標も下記のとおり見直す。

（健康づくりに取り組む５つの実行宣言より抜粋）

別表第三 社会環境の質の向上に関する目標

３ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備

※ 今後も、日本健康会議「健康づくりに取り組む５つの実行宣言」の見直し等を踏まえて更新予定 6



３ . ベースライン値を確認後に具体的数値を設定することとしていた項目

目標項目のベースライン値を踏まえて、具体的な目標値を設定する。

別表第二 個人の行動と健康状態の改善に関する目標

２ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防

（２）循環器病

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

② 高血圧の改善
収縮期血圧の平均値（40歳以上、内服加
療中の者を含む。）（年齢調整値）

127.3mmHg
ベースライン値から

５mmHgの低下
122mmHg

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

③ 脂質（ＬＤＬコレステロール）高値
の者の減少

ＬＤＬコレステロール160mg/dl以上の者
の割合（40歳以上、内服加療中の者を含
む。）（年齢調整値）

8.5％
ベースライン値から

25％の減少※ 6.5％

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

② 社会活動を行っている者の増加
いずれかの社会活動（就労・就学を含
む。）を行っている者の割合

83.1％
ベースライン値から

５％の増加※ 90％

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

別表第三 社会環境の質の向上に関する目標
１ 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上

別表第四 ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりに関する目標

（２）高齢者

③ 社会活動を行っている高齢者の増加
（社会活動を行っている者の増加の一部
を再掲）

いずれかの社会活動（就労・就学を含
む。）を行っている高齢者（65歳以上）
の割合

69.6％
ベースライン値から

10％の増加※ 80％

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

※ベースライン値×0.75

※ベースライン値＋５％

※ベースライン値＋10％ 7



４ . ベースライン値が既に目標値に到達していた項目（１）
一覧

計画策定時の目標値設定の考え方を踏まえ、目標値を見直しを検討する。

別表第二 個人の行動と健康状態の改善に関する目標

１ 生活習慣の改善

（１）栄養・食生活

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

③ バランスの良い食事を摂ってい
る者の増加

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１
日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合

52.8％ 50％ 70％

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

① 日常生活における歩数の増加 １日の歩数の平均値（年齢調整値） 7,231歩 7,100歩 8,000歩

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

（２）身体活動・運動

（６）歯・口腔の健康

② よく噛んで食べることができる
者の増加

50歳以上における咀嚼良好者の割合（年齢
調整値）

81.3％ 80％ 90％

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

第５回健康日本21（第三次）推進専門委員会後に更新
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４ . ベースライン値が既に目標値に到達していた項目（２）
【バランスの良い食事を摂っている者の増加】

○ 計画策定時の目標設定の考え方 （健康日本21（第三次）推進のための説明資料 抜粋）

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事をしている者は、37.7％（令和３（2021）年度食育に関する意識調査）で
あり（略）、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の日が「週に４～５日」、「週に２～３日」、
「ほとんどない」者のそれぞれが２日程度増やすことで、全体として「ほぼ毎日」の 者が 30％増加することを見
込み、目標値は 50％とする。

令和６年国民健康・栄養調査の結果から、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２回以上の

日が週に５日以下の者がそれぞれ２日増やすことを目指し、具体的な目標値を再設定してはどうか。

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

③ バランスの良い食事を摂ってい
る者の増加

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１
日２回以上の日がほぼ毎日の者の割合

52.8％※ 50％ 70％

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

○ ベースライン値（令和６年国民健康・栄養調査）で、既に目標値に到達している。

なお、国民健康・栄養調査では、週のうち主食・主菜・副菜を組み合わせて食べることが１日２回以上ある日数
として、「毎日」、「６日」、「５日」、「４日」、「３日」、「２日」、「１日」、「ない」の選択肢で把握し
ており、計画策定時の現状値とは把握方法が異なる。

※ 令和６年より国民健康・栄養調査で調査 9



４ . ベースライン値が既に目標値に到達していた項目（３）
【日常生活における歩数の増加】

○ 計画策定時の目標設定の考え方 （健康日本21（第三次）推進のための説明資料より抜粋）

国民健康・栄養調査から得られた平成22（2010）年から令和元（2019）年までの歩数を基に、trend-
analysis ツールを用いて算出した令和18（2036）年の予測値を1.1倍した値が性・年代によっては現状値を下
回る結果となったため、予測値ではなく、現状値を基にした目標設定を行った。目標値を現状値から10％の増
加（現状値×1.1）と設定した上で、令和元（2019）年国民健康・栄養調査の性・年齢分布を基にして、総計
の目標値を、7,100歩/日として設定した。

目標値を令和６年国民健康・栄養調査の結果から10％の増加（×1.1）と設定して、

具体的な目標値を再設定してはどうか。

目標 指標 ベースライン値 目標値 目標値の見直し（案）

① 日常生活における歩数の増加 １日の歩数の平均値（年齢調整値） 7,231歩※１ 7,100歩 8,000歩※２

（令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

※１令和６年国民健康・栄養調査より、三次元加速度センサー歩数計を使用
※２ 20～64歳（男性・女性）の目標値9,000歩、65歳以上（男性・女性）の目標値7,000歩として、

令和６年国民健康・栄養調査の性・年齢分布を基に、総計の目標値を設定

○ ベースライン値（令和６年国民健康・栄養調査）で、既に目標値に到達している。
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目標 指標
ベースライン値

（案）
目標値 目標値の変更（案）

よく噛んで食べることができる
者の増加

50歳以上における咀嚼良好者の
割合（年齢調整値）

81.3％ 80％ 90％

（国民健康・栄養調査） （令和６年度） （令和14年度） （令和14年度）

４ . ベースライン値が既に目標値に到達していた項目（４）
【よく噛んで食べることができる者の増加】

11

50歳以上における咀嚼良好者の割合（年齢調整値）

➢ 令和６年国民健康・栄養調査から「50歳以上における咀嚼良好者の割合（年齢調整値）」を求めたところ、

ベースライン値は81.3％であった。

➢ 直近５回（平成27年、平成 29 年、令和元年、令和４年、令和６年）の国民健康・栄養調査における50歳以上に

     おける咀嚼良好者の割合（年齢調整値）から直線回帰モデルによる将来推計を行ったところ、

     令和14年度の推計値は89.6％であった。

73.2% 74.0% 70.9% 77.4% 81.3% 89.6%
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事務局案

2032年（令和14年）の推計値：89.6%

➢ 現行の目標値は80％であったが、ベースラインとなる令和６年度国民健康・栄養調査の結果が81.3％であり、
ベースラインで目標値を超える結果となった。

➢ 令和６年度の結果を踏まえた令和14年の推計値は89.6％となったことから、目標値は90％としてはどうか。

（％）
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